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過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項において

準用する同条第１項の規定により、別紙のとおり飛騨市過疎地域自立促進計画を変

更したいので議会の議決を求める。 
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提案理由 

事業の追加により計画の変更を要するため 
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別 紙 

過疎地域自立促進市町村計画変更 新旧対照表 

 

変 更 前 変 更 後 

（略） 

２ 産業の振興 

（１）現状と問題点 

（略） 

ウ 林業 

 本市の森林面積は 74,097ha（国有林 17,635ha、民有林 56,462ha）で、

総面積の約 93％を森林が占めている。民有林のうち市有林が 5,935ha、

私有林が 50,242ha で、民有林のうち人工林は 16,337ha（約 29％）、天然

林等が 40,124ha（約 71％）となっている。 

 人工林資源の充実を図るためにも間伐、除伐を中心とした保育の徹底

を図る必要があるものの、現状としては、長期に渡る木材価格の低迷、

林業経営コストの増大に加え、林業労働力の減少等により林業を取り巻

く環境は依然として厳しく、森林所有者の林業への取り組みは消極的で

ある。 

 しかしながら、森林の現況を踏まえ、国土の保全、水源かん養、環境

保全等多面的機能を発揮する管理・経営に努める林業を目指す必要があ

る。 

 また、近年森林所有者の高齢化や不在所有者の増加に伴い、山林の境

界が不明確な箇所が多く見受けられ森林の荒廃が目立つなかで、境界の

明確化を図り、市の約 93％もの面積を占める森林資源を豊富な地域資源

としての活用を検討する必要がある。 

（略） 

（略） 

２ 産業の振興 

（１）現状と問題点 

（略） 

ウ 林業 

 本市の森林面積は 74,097ha（国有林 17,635ha、民有林 56,462ha）で、

総面積の約 93％を森林が占めている。民有林のうち市有林が 5,935ha、

私有林が 50,242ha で、民有林のうち人工林は 16,337ha（約 29％）、天然

林等が 40,124ha（約 71％）となっている。 

 民有人工林の３分の２は本格的な木材利用が可能となっている一方

で、木材価格の低迷などにより山林所有者の森林整備に対する意欲は低

下し、放置森林の増加や荒廃した森林に起因する災害の発生が懸念され

る。 

 しかしながら、森林は木材生産をはじめとして、快適環境形成機能や

保健・文化機能、生物多様性保全機能などの多面的機能を有する市民共

有の財産であるため、これら森林の公益的機能を市民が将来にわたり享

受できるよう、効率的な森林整備による林業経営の安定化と里山林整備

及び鳥獣被害対策による住環境の向上のほか、森林の約７割を占める広

葉樹天然林の活用にも積極的に取り組む必要がある。 

 

 

（略） 
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（２）その対策 

（略） 

ウ 林業 

（略） 

（イ）森林資源の循環利用と需要拡大を図るため、学校や福祉施設等の

公共施設においては、県産材を積極的に利用するとともに、一般住宅に

対する県産材利用の支援を行うほか、広葉樹を中心とした新たなニーズ

を探る。 

（略） 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                

（略） 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

（略） （略） （略） （略） 

⑼過疎地域自立

促進特別事業 

（略） （略） （略） 

危険木処理事業

補助金事業 

飛騨市  

        

       

 

        

        

        

 

 

（２）その対策 

（略） 

ウ 林業 

（略） 

（イ）森林資源の循環利用と需要拡大を図るため、学校や福祉施設等の

公共施設においては、県産材を積極的に利用するとともに、一般住宅に

対する県産材利用の支援を行う                   

   。 

（略） 

（キ）これまで積極的に活用されてこなかった広葉樹を飛騨市の重要な

資源として改めて位置づけ、適切な森林整備により価値の高い森林をつ

くるとともに、これまで多くがパルプ・チップ材として市外に流出して

いた小径木広葉樹の多様な活用方法について、市内外の関係者を交えな

がら協議・検討し、これまでにない新しい価値の創出による経済循環の

創出を進め、広葉樹を持続可能な資源としてまちづくりに活かす「広葉

樹のまちづくり」の推進を図る。 

（略） 

（３）計画 

事業名 事業内容 事業主体 備考 

（略） （略） （略） （略） 

⑼過疎地域自立

促進特別事業 

（略） （略） （略） 

危険木処理事業

補助金事業 

飛騨市  

広葉樹のまちづ

くり推進事業 

飛騨市・市内事

業所（素材生産・

流通、商品開発・ 
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（略） （略） （略） 

（略） 

  販売）・教育研究

機関・市外木工

メーカー 

 

（略） （略） （略） 

（略） 

 


